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ふるさと納税の 

法規制は６月から 

 

 

「ふるさと納税」の新たな規制ルールが、今

年６月から実施されます。税優遇が適用され

る寄付先を総務省による認定制に改め、「返

礼品の価値は寄付金額の３割以下」「返礼品

は地場産品に限定する」という基準を満たさな

い自治体を税優遇の対象から外します。自治

体間による〝寄付争奪戦〟に歯止めがかか

らないとして、法規制による強権発動に踏み

切った形です。 

 

ふるさと納税制度は、任意の自治体に寄付

をすると、一定額まで住んでいる土地に納め

る税金が控除されるというもの。実質手数料の

２千円のみで高額な返礼品が獲得できるとし

て、納税者の人気を集めてきました。 

 

政府が閣議決定した税制改正大綱では、こ

の制度の対象となる自治体を総務大臣による

指定制に改めるとしました。その条件として、

①返礼品の返礼割合を３割以下とすること、

②返礼品を地場産品とすること――と掲げ、

自治体がこれらの基準に適合しない返礼品を

送ったときは、総務大臣は指定を取り消せると

盛り込みました。指定が取り消されると、寄付

した人は税優遇を受けられず、純然たる寄付

となってしまうわけです。これらの改正は、今

年６月１日以後に行われる寄付に適用されま

す。 

 

これから法規制が実施される６月に向けて

駆け込み寄付が増えていきそうですが、すで

に多くの自治体では高額返礼品の見直しを

進めているため、〝お得〟な返礼品は日に日に少な

くなりつつあります。今年に限ってはなるべく早めに

寄付をしてしまったほうがよさそうです。 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    
skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


